
一般財団法人丹後王国食のみやこの概要 

 

                                                  （平成２８年４月１日現在） 

１ 設立目的 

  この法人は、丹後王国「食のみやこ」に関する用地及び施設の管理運営を行い、併

せて丹後地域の食や農山漁村資源によるネットワークを推進し、都市と農村の交流を

通じて地域農林水産業の振興を図り、もって農林水産業を軸とした丹後地域の活性化

に寄与することを目的とする。 

 

２ 設立年月日 

  平成９年３月１８日 

 

３ 所在地 

  〒６２７―０１３３ 京丹後市弥栄町鳥取１２３番地 

 

４ 基本財産 

  ２０，０００千円  

          京都府：50.0％、京丹後市：27.5％、与謝野町：7.5％、宮津市：2.5%、 

     伊根町：2.5％、JA 京都：6.0%、京都府漁連：2.0%、京都府森連：2.0% 

 

５ 組織 

 

    理事長                                                      理事会 

                                                                   10 名 

    副理事長           評議員会           監事 

         2 名               10 名       2 名 

    常務理事           事務局 

                       非常勤参事 1 名、嘱託 1 名、非常勤 1 名 

 

６ 事業 

（１）丹後王国「食のみやこ」における施設の管理運営 

（２）地域農林水産物の消費宣伝並びに安定供給及び加工品開発の啓発に関する事業 

（酒類の販売による消費宣伝を含む。） 

（３）地域農林水産業の紹介及び情報の提供に関する事業 

（４）丹後地域の農林水産資源に関する広域ネットワークの推進に関する事業 

（５）農林漁業体験を通じた青少年等の情操教育、環境学習の促進及び農山漁村文化の   

伝承・普及活動に関する事業 

（６）その他前条の目的を達成するために必要な事業  


